
町 有 財 産 売 買 契 約 書（案） 
 

  売払人 余市町（以下「甲」という。）と 買受人 ○○○○（以下「乙」という。）との間におい

て、次の条項により町有財産の売買契約を締結する。 

 

（売買の目的） 

第１条  甲は、その所有する次の物件（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡し、乙は、これ

を買い受ける。 

 

物件の所在 地目 地積 摘要 

    

 

（売買代金） 

第２条  売買代金は、金○○○○円とする。 

（契約保証金） 

第３条  乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として、金○○○○円を甲の発行する納入

通知書により納付しなければならない 

２ 前項の契約保証金のうち、金○○○○円は入札保証金により充当する。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充当する。 

５ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を甲に帰属させる。 

（売買代金の支払い） 

第４条  乙は、売買代金のうち契約保証金の額を除いた金○○○○円を、甲の発行する納入通知

書により令和  年  月  日までに支払わなければならない。 

２  乙は、その責めに帰すべき理由により前項の売買代金の支払いが遅れたときは、当該未払い

金額につきその遅延日数に応じ、年２.５パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を甲に

支払うものとする。 

（所有権の移転） 

第５条  売買物件（地上及び地下に存するすべての物件）の所有権は、乙が第２条に定める売買

代金（遅延利息があるときはこれを含む。）を完納したときに甲から乙に移転するものとする。 

（売買物件の引渡し） 

第６条  売買物件の引渡しは、前条の規定により所有権が移転したときに行われたものとする。 

（所有権移転登記の嘱託及びその費用） 

第７条  乙は、第５条の規定により所有権が移転した後７日以内に、甲に対し所有権移転の登記を

請求するものとする。 

２ 甲は、乙の請求により遅滞なく所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。この場

合、当該登記に要する登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

（危険負担） 

第８条  この契約の締結後に生じた売買物件の滅失損害、その他の損害は乙の負担とする。ただ

し、甲の責めに帰すべき理由により生じた損害はこの限りでない。 

（契約不適合責任） 

第９条  乙は、売買物件の引渡し後、売買物件が契約に不適合であること（以下「契約不適合」

という。）を発見しても、それを理由として甲に対し売買物件の修補、代替物の引渡し又は不足

分の引渡しによる履行の追完、代金の減額、契約解除又は損害賠償を請求することができない

ものとする。 

２ 前項に掲げる場合にあっても、甲が売買物件の引渡し時に契約不適合の存在を知りながら乙

に知らせなかったとき、又は重大な過失により知らなかったときはこの限りでない。 



３ 第１項に掲げる場合にあっても、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１

項に規定する消費者である場合には、引渡しの日から１年間に限り、乙は甲に対して履行の追

完、代金の減額、契約解除又は損害賠償に関する協議を申し出ることができるものとし、甲は

協議に応じるものとする。 

（公序良俗に反する使用の禁止） 

第１０条 乙は、売買物件を暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のた

めに利用する等公序良俗に反する用途に使用してはならない。 

２ 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は第三者に使用させる場合には、前項の義務

を承継させるものとし、当該第三者に対して同項の定めに反する使用をさせてはならない。 

３ 乙は、前項の第三者が売買物件の所有権を移転する場合にも同様に前２項の内容を転得者に

承継することを義務付けなければならない。 

（風俗営業等の禁止） 

第１１条 乙は、引渡しの日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業その他これに類する業の用途に供し

てはならない。 

２ 乙は、引渡しの日から５年以内に売買物件の所有権を第三者に移転し、又は第三者に使用さ

せる場合には、その残存期間について前項の義務を承継させるものとし、当該第三者に対して

同項の定めに反する使用をさせてはならない。 

３ 乙は、引渡しの日から５年以内に前項の第三者が売買物件の所有権を移転する場合にも、そ

の残存期間について同様に前２項の内容を転得者に承継することを義務付けなければならない。 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

（１） 第４条に定める期限までに売買代金を納入しないとき。 

（２） その他この契約に違反したとき。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに契約の解除をすることができる。 

（１） 売買代金を納入することができないとき。 

（２） 契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

３  前２項に該当する場合にあって、契約の解除の理由が甲の責めに帰すべきものであるときは、

甲は前２項の規定による契約の解除をすることができない。 

４  乙は、甲の責めに帰すべき理由によりこの契約を履行することができないと認められるとき

は、この契約を解除することができる。 

（乙の原状回復義務等） 

第１３条 乙は前条第１項又は第２項の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日ま

でに売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に

回復させることが適当でないと認め、又は前条第４項の規定により契約を解除したときは、現

状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する日までに、売買物件

の所有権移転登記の抹消登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１４条 甲乙両者は、契約相手方がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたとき

は、その損害に相当する金額を損害賠償として相手方に請求できる者とする。 

２ 前項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１５条 乙は、第１２条第１項又は第２項の規定によりこの契約を解除された場合において、

売買物件に投じた有益費、必要費又はその他の費用があってもこれを甲に請求することができ

ない。 



（返還金） 

第１６条 甲は、第１２条第１項又は第２項の規定によりこの契約を解除したときは、収納済み

の売買代金を乙に返還するものとする。 

２ 前項の返還金には利子を付さないものとする。 

（契約に要する費用） 

第１７条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（相隣関係等） 

第１８条 乙は、売買物件の引渡し以降においては、十分な注意をもって物件を管理し、近隣住

民その他第三者との間で紛争が生じないよう留意するものとする。 

（信義誠実の義務） 

第１９条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（管轄裁判所） 

第２０条  この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第

一審の裁判所とする。 

（契約に定めのない事項） 

第２１条  この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 

 

  この契約を証するため本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有するもの

とする。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

 

                 甲   余市郡余市町朝日町２６番地 

                    余市町長    齊 藤 啓 輔  

 

 

                乙     

                      

                      


